


障害者福祉に関する法律第３２条に規定する精神障害者通院医療費公費負担の

事務取扱いについて」 及び昭和５９年１０月２５日社更発第１６９号「 更生医

療の給付に係るいわゆる自己負担額の算定方法について」 は、本通知の施行に

伴い廃止する。

また、昭和４５年１ ０月２１日社更発第８９号「 先天性心臓疾患による心臓

機能障害者に対する更生医療の給付について」、 昭和５ ４年５月１ ０日社更発

第５ ６号「 じん臓機能障害者に対する更生医療の給付について」、 昭和５ ５年

５月２ ０日社更発第８２号「 更生（ 育成） 医療における形成外科的治療を担当

する医療機関の指定について」、 昭和５ ７年３月２ ３日社更発第４ ３号「「 音

声・ 言語機能障害を伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正」 の更生（ 育成） 医療を担当す

る医療機関の指定について」、 昭和６ １年９月２ ２日社更発第１５ ８号「 小腸

機能障害者に対する更生医療の給付について」 及び平成１０年４月８日障発第

２３０号「 ヒト 免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者に対する更生医療

の給付について」 に定める更生医療の給付の決定等については、本通知手続を

参考にして行われたい。

なお、この通知は、地方自治法（ 昭和２ ２年法律第６７号） 第２４ ５条の４

第１項の規定に基づく 技術的助言であることを申し添える。


